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事実の概要

　１　建設会社Ａは、平成 24 年 9 月 20 日、建
設機械等の販売会社Ｘとの間で、ブルドーザー（以
下「本件ブルドーザー」という）の割賦販売契約及
び使用貸借契約（以下「本件第 1契約」という）を
締結し、Ｘは、同月 29 日、Ａに対し、本件ブルドー
ザーを引き渡した。
　また、Ａは、平成 25 年 5月 30 日、Ｘとの間で、
自走式破砕機（以下「本件破砕機」といい、本件ブ
ルドーザーと併せて「本件各機械」という）の割賦
販売契約及び使用貸借契約（以下「本件第 2契約」
といい、本件第 1契約と併せて「本件各契約」という）
を締結し、Ｘは、翌 31 日、Ａに対し、本件破砕
機を引き渡した。
　本件各契約においては、①Ｘは本件各機械をＡ
に引き渡した後も、Ａが本件各契約の割賦代金を
完済するまで所有権を留保する、②ＸはＡから頭
金等の支払いを受けるのと引換えに本件各機械を
Ａに貸し渡し、Ａは、本件各機械の所有権を取得
するまで本件各機械を無償で使用することができ
る、③Ａは本件各機械の使用や保管に関する善管
注意義務を負う、④Ａは第三者から強制執行等を
受けるおそれがあるときは、本件各機械がＡの所
有物であることを極力主張、証明して不当な処分
執行を阻止するとともに、直ちにＸに通知し、そ
の指示に従う、⑤Ａが手形を不渡りにしたとき、
破産申立てをしたとき等は、使用貸借は当然に終
了し、Ａは、期限の利益を喪失し、即時に代金全
額を支払う、⑥Ａは、使用貸借が終了したときは、
直ちに本件各機械をＸに返還しなければならない
旨が定められていた。

　本件各機械がＡに引き渡された際、所有権留保
物件である旨を示すステッカーが貼られていた。
　２　本件各機械は、普通自動車、小型自動車、
軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の
いずれにも該当しないため、道路運送車両法に基
づく登録をすることができないものであった（同
法 3条、同法施行規則別表第一）。
　社団法人日本建設機械工業会は、同登録制度の
ない建設機械について、その所有権の所在を第三
者にも明らかにする制度として、昭和 46 年、統
一様式の譲渡証明書の制度を導入し、以後、同制
度は建設機械業界の慣行として普及していた。
　Ｘは、本件各機械について仕入先から、第 1譲
受人をＸとする譲渡証明書を取得して、Ａが代金
を完済した場合に、Ａに対し、第 2譲受人をＡ
と連記した譲渡証明書を交付することを予定して
いた。
　３　Ｘは、Ａが不渡りを出したとの情報を受け、
平成 25 年 9 月 4 日、Ａの承諾を得て本件各機械
を引き上げた（以下「本件引上げ」という）。
　その後、Ａは、同月 18 日、破産申立てを行い、
同月 20 日、破産手続開始決定（以下「本件破産手
続開始決定」という）を受け、破産管財人Ｙが選
任された。Ａは、同月 18 日の経過をもって期限
の利益を喪失した。
　Ｘは、平成 25 年 12 月 27 日、本件各機械を
それぞれ売却して換価処分を行い、処分代金合
計 3,360 万円から振込手数料を控除した 3,359 万
9,160 円（以下「本件処分代金」という）を受領した。
　Ｙは、Ｘに対し、本件処分代金が破産財団に帰
属すると主張したため、Ｘより、Ｙが本件処分代
金の支払請求権を有していないことの確認訴訟が
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提起された。

判決の要旨

　１　留保所有権の実行方法と完了時期
　「留保所有権による担保権の実行には、目的物
の所有権を売主に帰属させ代物弁済的に債権の満
足を得る帰属清算の方法と目的物を売却しその代
金から弁済を受ける処分清算の方法があるとこ
ろ、債務者保護の見地から、(1) 帰属清算の方法
において、①目的物の評価額が債務の額を上回る
場合は、債権者が債務者に清算金の支払又はその
提供をした時に、②目的物の評価額が債務の額を
上回らない場合は、債権者が債務者にその旨を通
知した時に、(2) 処分清算の方法においては、そ
の処分時に、担保権の実行が完了したと評価すべ
きである。」
　「本件において、ＸがＡに対し、本件引上げの
際に、清算義務の不存在を通知した事実があった
ことは認められない以上、本件破産手続の開始前
に、担保権実行が完了したとはいえない。」

　２　留保所有権を行使する場合における
　　　対抗要件の要否
　「所有権留保特約は、代金債権の担保に目的が
あり、担保権の設定という物権変動を観念し得る
ところであり、また、その目的から破産手続との
関係においても別除権（破産法 65 条）として扱
われるべきところ、別除権を行使するためには、
個別の権利行使が禁止される一般債権者との衡平
を図る趣旨から、破産手続開始の時点で、当該担
保権につき、対抗要件を具備していることを要す
るというべきである。」

　３　占有改定の認定
　「本件各契約書においては、Ｘが本件各機械の
所有権を留保する旨定められた上、ＡはＸから本
件各機械を使用貸借し、代金完済までの間、本件
各機械の使用、保管に関する善管注意義務を負い、
第三者から強制執行等を受けるおそれがあるとき
は、本件各機械がＸの所有物であることを極力主
張、証明して不当な処分執行を阻止するとともに、
直ちにＸに通知し、Ｘの指示に従わなければなら
ないとされている。」
　「そして、建設機械の割賦販売における所有権

留保の実情を前提に、第三者と留保所有権者の利
益調整を図る方法として譲渡証明書の制度も普及
しているところであり、そのような慣行の中で、
本件各機械には所有権留保のステッカーが貼られ
て、Ａの下に存する他の機械と混同することのな
いように管理されている。」
　「このような本件各契約の規定、建設機械の割
賦販売における取扱いの実情、Ａの占有下におけ
る本件各機械の管理態様等からすれば、Ａは、本
件各機械を、使用貸借に基づき直接占有するに至
り、その際、以後代金完済までの間は、Ｘのため
に本件各機械を占有する意思を表示したものとい
える。」
　「よって、Ｘは、本件各契約に基づくＡへの引
渡時に、本件各機械について占有改定による引渡
しを受けて、対抗要件を具備したものといえる。」
　なお、本件各契約書に「占有改定」という文言
はないが、「占有改定による引渡しがあったか否
かは、直接占有者がどのような権原に基づいて占
有を開始したか等によって客観的に判断されるべ
きものであって、『占有改定』という文言の有無
によって認められるものではな」い。

判例の解説

　一　はじめに
　本件は、建設機械等の販売会社Ｘが建設会社Ａ
に対し登録制度のない機械を所有権留保特約付き
で割賦販売した後、Ａの不渡り情報に接して同機
械を引き上げ、Ａの破産手続開始決定後に換価処
分をしたところ、Ａの破産管財人Ｙから当該換価
処分代金が破産財産に帰属する旨の主張を受けた
ため、Ｘが、Ｙに対し、Ｙが支払請求権を有して
いないことの確認を求めた事案である。
　本件の争点は、①本件引上げをもってＸの留保
所有権に基づく担保権実行が完了したか（本件破
産手続開始決定前に完了したとすれば、その時点で
は正当な権利行使であり、Ｙによる否認権行使の可
否が問題となる）、②Ｘが本件破産手続開始決定後
に留保所有権を別除権として行使する場合、対抗
要件の具備を要するか、これを要する場合、Ｘは
留保所有権について占有改定による引渡しを受け
たと認められるかである。
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　二　留保所有権の実行方法と完了時期
　所有権留保は、売買契約において、買主による
売買代金の完済に至るまで売買目的物の所有権を
売主に留保する担保方法であり、分割払いの方法
による代金債権の担保のため、動産売買において
実務上広く活用されている。
　譲渡担保と同様に民法上に明文規定がない非典
型担保の一類型であるが、多数の最高裁判決が蓄
積されている譲渡担保と異なり、留保所有権の実
行方法や完了時期について直接判断した裁判例
は、従前の公刊物には見当たらないようである。
　本判決は、留保所有権についても、譲渡担保に
おける換価処分の完了時期に関する最高裁判決１）

に準拠して、いわゆる帰属清算型と処分清算型に
分類し、その実行の終了時期を判断したものと推
察される。学説上も、清算が終了した時とする考
え方が有力であり２）、本判決と同様の結論が導か
れることとなる。

　三　留保所有権を行使する場合における
　　　対抗要件の要否
　１　所有権留保の法的構成
　所有権留保の法的構成については、所有権的構
成と担保的構成に大別される。もっとも、前者に
おいても、近時は、売主に純然たる所有権が帰属
していると解する立場はないとされており３）、債
権者たる売主に目的物の所有権が帰属するが、そ
の権能は担保目的に制限され、かつ債務者たる買
主に物件的な期待権が帰属すると説明される４）。
　他方、後者においては、担保としての実質に着
目して、売買契約によって目的物の所有権は一旦
買主に移転し、売主は所有権留保特約によって残
代金債権を被担保債権とする担保権（留保所有権）
を取得すると説明されている５）。
　なお、このような法的構成の考え方のみによっ
て一義的に法的効果が定まるものではないが、所
有権的構成を重視すると、所有権留保には物権変
動を観念することができないとして、売主に対抗
要件は不要であるという方向になり、担保的構成
を重視すると、新たに売主に担保権が設定される
という物権変動が観念され、売主に対抗要件は必
要であるという方向になろう。本件は、売買目的
物が登録制度のない建設機械であるので、その対
抗要件として、占有改定を含む引渡し（民法178条、
183 条）の要否が問題となる。

　２　所有権留保の倒産法上の取扱い
　所有権留保売買の代金完済前に買主について破
産手続が開始された場合においては、取戻権（破
産法 62 条）として扱う考え方と別除権（破産法 2
条 9号類推）として扱う考え方があるが、別除権
説が通説的であり６）、実務上も、別除権として処
理されている７）。
　また、民事再生手続における事案ではあるが、
最高裁判例は、所有権留保を別除権として取り扱
うことを前提としている８）。
　そして、同最判は、登録自動車に係る信販会社
による所有権留保について、「再生手続が開始し
た場合において再生債務者の財産について特定の
担保権を有する者の別除権の行使が認められるた
めには、個別の権利行使が禁止される一般債権者
と再生手続によらないで別除権を行使することが
できる債権者との衡平を図るなどの趣旨から、原
則として再生手続開始の時点で当該特定の担保権
につき登記、登録等を具備している必要がある」
と判断して、別除権行使のためには、留保所有権
者が登記や登録を備える必要がある９）とした。

　３　登録制度のない動産に係る対抗要件の要否
　上記最判がいう「登記、登録等」の「等」に、
登録制度のない動産における対抗要件である引渡
しを含むのかは明確ではない。しかし、一般債権
者と別除権者との衡平を図る必要性は同様であ
り、除外する必然性はないと解されている 10）。
　その後の下級審においても、登録制度のない動
産について、留保所有権を別除権権として行使す
るためには、対抗要件の具備が必要であると判断
されている 11）。
　本判決は、所有権留保について担保権の設定と
いう物権変動を観念し得るとして、別除権である
と解した上で、「個別の権利行使が禁止される一
般債権者との衡平を図る趣旨」を根拠に、破産手
続開始の時点で「対抗要件」を要すると判断した
ものであり、引用はされていないが、上記最判の
法理を念頭に置いたものと捉えられる 12）。

　四　本判決における占有改定の認定
　所有権留保売買においては、売買目的物は、通
常、買主である債務者が現実の引渡しを受けて直
接占有しているため、売主が留保所有権について
引渡しを受けるには、占有改定の意思表示がなさ



4 新・判例解説Watch4

新・判例解説 Watch ◆ 倒産法 No.35

れる必要がある（民法 183 条）。
　問題は、如何なる場合に占有改定が認められ
るのかであるが、名古屋地判平 27・2・17（金法
2028 号 89 頁。前掲注 11））は、軽自動車の所有権
留保売買 13）において、「占有改定の合意があった
か否かについても、単に契約書の条項にその旨の
明示の規定が定められていたか否かではなく、当
該契約書の条項全体及び当該契約を行った当時の
状況等を当事者の達成しようとする目的に照らし
て、総合的に考察して判断すべきものというべき
である」という判断基準を提示した上で、その契
約条項の全体を分析し、①契約の効力発生時に、
軽自動車の所有権が信販会社に移転すること、②
買主は軽自動車の善管注意義務を負い、信販会社
の承諾がない限り、転売、担保供与、改造、毀損
等が一切禁止されていること、③買主は割賦代金
の支払いを懈怠したときは、信販会社からの催告
なくとも、直ちに軽自動車の保管場所を明らかに
して引き渡すものとされていることから、「明ら
かに占有改定による占有の発生を基礎付ける外形
的事実が存在している」として、占有改定を認定
した。
　本判決も、同名古屋地判と同様に、本件各契約
書に「占有改定」という文言が明示されているか
否かによって判断するものではないとして、本件
各契約の規定（所有権留保、使用貸借、善管注意義務、
通知・報告義務）、統一譲渡証明書の制度が普及し
ていたという取引の実情、所有権留保物件である
ことを示すステッカーにより識別が可能であった
という管理態様等を具体的に検討し、Ａが本件各
機械の現実の引渡しを受けた際に、Ｘのための占
有改定がなされていたと判断したものである。

　五　おわりに
　本判決も、上記名古屋地判も、占有改定という
明示的な文言の有無によって判断することなく、
契約条項全体や取引の実情等を踏まえて占有改定
を認定したものであり、妥当な結論であろう。
　なお、売主や信販会社としては、当面のところ
は、紛争予防の観点から契約書上に占有改定を明
示しておくことが望ましいものと思われる 14）。
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７）東京地裁破産再生実務研究会編著『破産・民事再生の
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地位（下）」判時 2174 号（2013 年）3頁、杉本和士「判批」
法学研究（慶應義塾大学）86 巻 10 号（2013 年）90 頁等は、
対抗要件ではなく、資格要件ないし権利保護資格要件と
捉える。

10）山本和彦「民事再生手続における所有権留保の取扱い」
金判 1361 号（2011 年）71 頁。

11）民事再生手続の事案として、東京地判平 22・9・8 判
タ 1350 号 246 頁、東京地判平 25・4・25LEX/DB 文献
番号 25512638 があり、破産手続の事案として、名古屋
地判平 27・2・17 金法 2028 号 89 頁がある。

12）鈴木尊明「留置権を別除権として行使するための要件」
立正 49 巻 2号（2016 年）123 頁は、本判決は、前掲注８）
最判平 22・6・4 の法理を拡張・変更したものとして疑
問があると指摘する。

13）ただし、本件のように売主と買主という二当事者間に
おいて売主が所有権を留保する事案ではなく、売買代金
債務の保証委託を受けた信販会社が所有権を留保する事
案である。

14）前掲注 11）東京地判平 25・4・25 は、「占有改定に関
する条項を定めることが容易であるにもかかわらず、当
該条項が定められていないこと」を判断要素とした。

弁護士　相沢祐太


